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令和４年３月 12 日ダイヤ改正乗務員行路 

トイレ問題、睡眠時間、食事時間

拘束時間等の改善を要求！！ 
12 月 19 日に会社から提案された令和４年３月ダイヤ改正の概要・乗務

員運用指標・行路について、地本は各分会からの要求に基づき、 12 月 27

日、申第４号を会社に提出しました。  

この間、ダイヤ改正における乗務員行路についてその度に組合から要

求してきた事に対し、会社は基本的に「交番作成基準規程に則って作成

しているので問題は無い」と回答していますが、この規程が最高速度 100

㎞ /ｈの時代から使われているものとするならば、現在の列車体系や時間

的ゆとりの無い中では、「人間的」な規程とは成り得ていません。  

 組合は、高年齢者交番を作ろうとせず、社員を機械としてしか見ていな

い会社に対して、「人」として申し入れをしています。高年齢者は、中心

視野の範囲や判断能力・速度が年齢による影響を受ける中にあっても、特

発を含め様々な状況を注視するよう求められています。会社は人事等にお

いて「適切に判断し責任を持って決定している」としている以上、年齢的

な影響にも責任を持って対処すべきです。  

 今ダイヤ改正における行路においても、折り返し時間が短い、長時間乗

務によるトイレの問題、長距離乗務、確認事項の増大など、多くの改善す

べき問題があります。地本は、各分会で各行路の問題点を検討し、会社に

改善を申し入れました。改善させるには、現場から関心を持ち、不満を飲

み込まず、声を上げ続けていくことが大切です。  

 申４号の業務委員会は、１月 26 日に行います。  

安全と健康を基本にゆとりのある労働条件を追求しよう！ 


